


申請について   

①2026年１月 11日(日) 〜 2月 28日(土)  (当日消印有効) 

②2026年 6月 1日(月)  〜 8月 31日(月)   (        ) 

申請書及び添付資料等、必要書類を作成のうえ、当財団へ提出してください。 

◆メールの場合 info@yasugi-kano-museum.com へ送信ください  

◆郵送する場合 期日までに下記まで送付してください。 

〒692-0623安来市広瀬町布部 3 4 5‐2 7 

(公財)加納美術振興財団事務局宛 

*申請様式、交付要領等は、ホームページ(https://www.art-kano.jp)をご覧いただくか、 

または財団事務局にお問い合わせください。 

(問い合わせ受付時間:毎週火曜日（祝日の場合は翌日）を除く 9時〜16時) 
 

*提出された書類の返却はいたしませんので、あらかじめご承知おきください。 

◆交付対象としない事業 

（１） 実施主体が法人の事業(営利団体) 

（２） 政治、宗教活動と認められる事業 

（３） 建築物及び備品の購入を含む事業 

（４） 同一事業は、原則 1回限りとする 

◆注意事項 

交付対象事業費は申請事業に要する経費として、次のいずれかに該当するものは対象としない

（１） 団体の運営費 

（２） 飲食に関する経費 

（３） 団体構成員への謝金、賃金 

（４） 備品の購入 

（５） 目的外に使用するもの 

◆助成金の額 

事業1件あたりの助成金の額は、対象事業費
の 2/3以内の額とする。 

但し、30万円を限度とする。 

(千円以下は四捨五入) 

＊＊加納莞蕾について＊＊ 

（本名）加納辰夫（1904-1977） 

画家。島根県能義郡布部村（現在の安来市広瀬町布部）生

まれ。教員を経て、日中戦争では中国に従軍画家として派遣

された。戦後、京城（現在のソウル）から引き揚げる。 

 1949年からフィリピン BC級戦犯の助命嘆願運動を独自に

展開。当時のフィリピン大統領エルピディオ・キリノをはじ

め、ローマ教皇などに直接嘆願書を送った。日本軍に妻子の

命を奪われたキリノ大統領の心を動かすのは、容易ではなか

ったが「赦しがたきを赦す」「憎しみを子孫に受け継がせな

い」という二人に共通する思いが死刑・無期懲役を含む戦犯

全員の恩赦へとつながった。 

 このことをきっかけに、布部村長として「布部村平和五宣

言」を村議会で決議、また世界児童憲章の制定への努力など

世界の恒久平和を求めて活動し続けた。 

文部科学省検定教科書（中学社会科歴史的分野 帝国書院

発行 2020年検定合格）にこのことが取り上げられた。 

2025年 7月 24日加納辰夫文書が『安来市指定文化財』に

指定された。 

＊公益財団法人加納美術振興財団＊ 
〒692-0623 

島根県安来市広瀬町布部 345-27 

Email:info@yasugi-kano-museum.com 

TEL:0854-36-0880 

FAX:0854-36-0881 

https://www.art-kano.jp 

 

◆沿革 

平成 8（1996）年 11月 

 故加納溥基（加納莞蕾の長男）が 

加納美術館を開館 

平成 14（2002）年 

 加納美術館は広瀬町に寄贈、広瀬町立

加納美術館となる。（加納美術振興財団

設立。財団が管理・運営にあたる） 

平成 17（2005）年 

 市町村合併に伴い、安来市加納美術館

に改称。 

平成 24（2012）年 4月 

 公益財団法人へ移行。 

 


